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資料閲覧の電子的提供について（試行）の一部変更について 

 

建設コンサルタント業務等の入札・契約手続き段階においては、過去の成果品等の既存資料を

閲覧に供しており、令和２年８月３１日付事務連絡「資料閲覧の電子的提供について（試行）の

一部変更について」において、インターネットを活用した閲覧の試行を開始したところだが、今

般、閲覧案内通知の送信ミス対策、及び押印廃止に対応するため、閲覧申請手続をＦＡＸからメー

ルに変更することとしたので、下記のとおり閲覧を実施されたい。 

令和２年８月３１日付事務連絡「資料閲覧の電子的提供について（試行）の一部変更について」

は廃止する。 

 

記 

 

１．適用対象 

令和２年１２月１日以降手続きに着手する測量、建築関係建設コンサルタント業務、土木

関係建設コンサルタント業務、地質調査業務とし、組織用メールアドレスの発行後に実施す

る。 

 

２．閲覧資料の提供方法 

入札説明書に別紙－１「既存資料閲覧申込及び誓約書」及び別紙－２「既存資料閲覧通知

書」を添付し、参加者より閲覧申請が提出された場合、それぞれ以下の場合により対応す

る。 

①．電子データによる提供が可能な閲覧資料 

原則として来庁を要しないインターネット（クラウドサービス）を活用して提供方法

（以下、「インターネット提供」という。）とする。 

閲覧申請書の受領及び閲覧案内通知の発送手続は、発注担当課で行う。 

クラウドサービスは企画部技術管理課において契約するものを利用する。なお、クラウ

ドの利用方法等の詳細については、技術管理課技術審査係のイントラＷｅｂに掲載する。 

インターネット提供の全体的な流れ等は、別紙による。 

別紙



 

②．電子データが無く、閲覧資料が紙のみの場合 

従来どおり、紙の閲覧資料を保管する発注事務所（本局発注の場合は発注担当課）への

来庁による資料閲覧とする。 

なお、紙資料を指定した閲覧場所において複写及び撮影することを妨げはない。 

③．電子データと紙のみ閲覧資料が混在する場合 

電子データは①により提供し、紙は②による閲覧とする。 

 
３．資料閲覧の受付期間 

閲覧方法によらず、従来どおり公示日から技術提案書の提出期限の前日までの休日を除く

毎日９時１５分から１７時００分までとする。 

 

４．閲覧期間 

（１）インターネット提供の場合 

閲覧申込書に記載した返信用メールアドレスへの閲覧開始通知から３０日間、又は技術提

案書の提出期限の前日（休日を除く）の１７時００分までの早い方とする。 

（２）紙による閲覧の場合 

閲覧方法によらず、従来どおり公示日から技術提案書の提出期限の前日までの休日を除く

毎日９時１５分から１７時００分までとする。 

 

５．閲覧資料の情報流出対策 

（１）閲覧開始前の対策 

インターネット提供を行うデータは、クラウドサービスへアップロードする前に、行政情

報開示請求時の対応と同様に、必要に応じてデータの機密情報部分のマスキング処理を行う
※１ものとする。 

※１：「設計業務における公開用成果品の作成について」（H23.3.30 事務連絡）に基づく

公開用成果品がある場合は、これを使用すること。 

（２）参加者への誓約 

閲覧により提供された全ての情報は、改変や二次提供等を禁止とすること、及び技術提案

書の提出期限後に速やかに廃棄することを閲覧申込書に記載し、誓約させるものとする。

（別紙－１参照） 

ただし、閲覧した参加者が当該業務の受注者となった場合は廃棄期限を延長し、設計図書

に定めるところにより取り扱うものとする。 

 

６．その他 

（１）閲覧対象の選定 

発注者は閲覧資料名の全部を入札説明書（個別事項）に閲覧方法とともに示すものとし、

参加者はその全部または一部を閲覧することができる。 

（２）変更に必要な組織用メールアドレスの取得手続は、別途通知する。 

（３）問い合わせ先 

企画部 技術管理課 課長補佐 （８３－３３１３） 

技術審査係 （８３－３３４６，３３４７） 

別紙



国土交通省
関東地方整備局
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メールによる資料閲覧申込み

案内メール（特定ファイルにアクセス可能なＵＲＬ）を送付

閲覧資料の
アップロード ダウンロード

印刷不可

閲覧のみ可

閲覧履歴の把握

Ａ事務所

Ａ事務所

Ｂ事務所
Ｃ事務所 Ｄ事務所

企業①

企業①

企業②

工事ア

工事イ

業務ア

業務イ

工事ウ

業務ウ

○閲覧期間終了後は自ら削除

クラウドストレージ

ﾕｰｻﾞｰ＝Ａ事務所

ﾕｰｻﾞｰ＝Ｂ事務所

ﾕｰｻﾞｰ＝Ｃ事務所
ﾕｰｻﾞｰ＝Ｄ事務所

ＤＬ、データコピー、画面の撮影、
スクリーンショットは規制できないが

・使用後のデータ削除
・印刷物廃棄（写真等含む）

を誓約書で徹底

資料閲覧の電子的提供について

別紙
別紙
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閲覧申請・誓約書の提出（メールアドレス記載）閲覧申請・誓約書の提出（メールアドレス記載）

発注者 参加予定者

閲覧申請・誓約書の受理

閲覧データアップロード、 *１データ保存日数設定公示日
閲覧申請・誓約書を受付メールアドレスに送付

（返送用メールアドレス記載）

入札説明書に閲覧申請・誓約書を添付、
受付メールアドレスを記載

閲覧申請・誓約書の提出（メールアドレス記載）閲覧申請・誓約書の提出（メールアドレス記載）閲覧URL案内メールの受理

公示前

クラウド
ストレージ

100GB

不開示情報のマスキング処理（必要に応じ）

参加予定者メールアドレス（ID）の登録、
閲覧日数*２の設定、閲覧URLの発行

閲覧申請・誓約書の提出（メールアドレス記載）閲覧申請・誓約書の提出（メールアドレス記載）閲覧データダウンロード

閲覧データを自ら削除
技術提案書
提出期限前日

ダウンロード履歴の確認（不正利用監視）

インターネット提供以外の閲覧終了

技術提案書受領
閲覧申請・誓約書の提出（メールアドレス記載）閲覧申請・誓約書の提出（メールアドレス記載）技術提案書提出

データ
自然消滅

*1：公募型のプロポと総合評価（標準型）の場合は60日間、それ以外は30日間とする。
*2：*１で設定した期限までの残日数、または技術提案書提出期限の前日までの日数、あるいは30日間のうちの短い日数とする。

アップロード
から60日後

資料閲覧の電子的提供について

別紙



国土交通省
関東地方整備局

（３） 閲覧申し込み期間：
　メール　ktr-****-cloud@mlit.go.jp

　〒３３０－９７２４　埼玉県さいたま市中央区新都心２－１　さいたま新都心合同庁
舎２号館　１７階

１０．既存資料の閲覧

　技術提案書の作成にあたり、以下の資料を電子データはインターネット経由により、紙資料は
来庁により閲覧できる。
　閲覧を希望する者は、事前に別紙－１　既存資料閲覧申込及び誓約書にて閲覧の申し込みを行
い、また、記載の内容を遵守すること。
　また、申し込みを行わない場合は、閲覧できない場合がある。
　なお、資料名に()書きで閲覧方法を記載している。

　既存資料の閲覧の有無：有

（１） Ｒ１○○設計業務報告書　１式　（電子）
Ｈ３０○○設計業務報告書　１式（電子）
Ｈ１４○○設置工事完成図書　１式（紙）

資料名：

　国土交通省関東地方整備局○○課○○係
　電話　　０４８－６００－１３３１

（４） 　紙資料の閲覧は、公示日から技術提案書の提出期限の前日ま
での休日を除く毎日９時１５分から１７時００分まで。
　電子データの閲覧は、別紙－１に記載した返信用メールアド
レスへの閲覧開始通知から３０日間、又は技術提案書の提出期
限の前日（休日を除く）の１７時００分までの早い方とする。

閲　覧　期　間　：

（５） 閲　覧　方　法　： 　別紙－１をメールにて上記（２）に送付し、紙資料の閲覧
は、上記（２）から返送される、別紙－２　既存資料閲覧通知
書に従い閲覧させる。電子データの閲覧は、上記（２）より返
信されたメールに記載されている閲覧用URLへアクセスし、資料
をダウンロードする。

閲覧申し込み場所及び閲覧場所（２）

　公示日から技術提案書の提出期限の前日までの休日を除く毎
日９時１５分から１７時００分まで

3

資料閲覧の電子的提供について －入札(業務）説明書(個別）記載例－

公示資料作成ファイルにて作成する（電子データと紙資料の混在の場合）

別紙



国土交通省
関東地方整備局
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資料閲覧の電子的提供について －入札(業務）説明書 別紙 既存資料閲覧申込書－

※資料閲覧は、原則、クラウドを使用した電子データによる提供とするが、
紙資料（電子データを有さない）のみの場合、閲覧者から希望があった
場合は、従来方式（発注事務所等における紙資料の閲覧）も可とする。

別紙
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資料閲覧の電子的提供について －通知書－

別紙




